
最高裁秘書第2659号

令和3年8月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 li

司法行政文書開示通知書

7月30日付け（8月2日受付，第030405号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で7枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）
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５
５
５

５
５
６
１
１
１
１
３

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

碗
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
印
㈱
印
印
㈱
印

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３
３
３
２
‘
２
２
２
３

へ
や
く
覗
今
ア
《
わ
く
や
今
祠
今
詞
ｙ
今
市
今
和
今
洞
今
詞
《
昶
今
祠

第3小法廷 宇賀克也 佐野文規 決定(棄却）81 R3．6･15 □|■’

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

３
３
３
．
３

第
第
第
第

２
３
４
５

８
８
８
８

霊
惑
一
報
悪

麺
瓢
一
趣
〃
一
垂

謡
一
鰡
一
搾
緬

鱸

旭

藤

調

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3･6・15

R3･6･15

R3．6"15

R3･6．15

口
一
口
一
□
｜
□

口
一
□L翌

’ 84

j 85

1 ＄‘
86

I

□
｜
□’ ■

鷹野旭第3小法廷 戸倉三郎 決定(棄却）R3．6．15 □ 価

峰
峨
硫
嘩
嘩

第
第
一
第
第
第

３
１
》
１
１
１

７
８
９
０
１

８
８
８
９
９

87霊
一
剥
一
剥
薊
薊

麺
瓢
馳
罰
斑

誇
細
祁
緬
耐

騨
綱
調
爾
爾

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定嘩却）

決定(棄却）

R3･6･15

R3･6･17

R3･6･17

R3･6"17

R3｡6･17

口
一
□
｜
□
｜
□
｜
□

ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
□

第1小法廷 深山卓也 前田志織 決定(棄却）92 R3･.6･17 □ □

深山卓也 ｜前田志織

識

前田

識
一
華
函
一
趣

第1小法廷 令3年(オ)第39号 決定(棄却）93 R3･6･17 □ |■

趣
羅
瓢
一
裕
一
馳
一
裕
酵

詑
一
緬
一
鵬
一
噸

号
瑁
蝪
唱

８
１
３
４

１
４
０
１

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
Ｉ
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３

《
わ
《
や
く
洞
《
詞

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
、
、

〃
４
４
４
４
４
川

１
１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第

剥
越
瓢
凧
一
割
一
州
一
趣

Ｍ
｜
妬
一
妬
一
卯
一
犯
一
的
価

R3･6"17

R3．6．17

R3･6･17

R3"6｡17

R3．6．17

R3．．6．17

口
一
□
｜
□
｜
□
□
｜
□
｜
□

口
一
口
一
口
｜
□
｜
□
一
口
一
口

号
号
２
６
２
４
４
４
第
第
わ
お
く
く
年
年
３
３
令
令

識
一
唾
一
裕

緬
一
順
一
捧 号

号
５
２
５
４
４
５
第
第
ｊ
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

《
や
く
わ

R3．6口17

第1小法廷 木澤克之 宮崎期紀 決定(棄却）101 R3･6・17 □ □

’’号
号

１

７

５

５

５
５
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

〈
和
一
面

決定(棄却）1021第1小法廷小池裕 和久一彦

森川さつき

R3|．6．17

R3．6．1プ

□□

第1小法廷|木澤克之 決定(棄却）103 □ □

名古屋市

東京都



日付：令和3年8月5日
卓

ページ： 5ｿ7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年6月1日～ 令和3年6月30日

法廷 主任裁判官

第1小法廷|木澤克之

第2小法廷三浦守．

溺
一
皿

－

主任鯛査官

高瀬､保守．

船所寛生

被上告人 備考 I上告受理一終局日‘ ・事件番号

冷3年(オ)第603号

厩雨雲而喜
4－.‐ ．

|含‘年(ｵ)竈25蝪
|令3年(ｵ)第261号

|令3年(ｵ)第264号
伶3年(ｵ)第386号

…
伶3年(ｵ)第537号

匿篶篶篝
庵5犀『牙震5語喜

終局区分 一悲法少数上告人
I

R3.6.” |決定(蕊却）
R3･6.18 決定(棄却）

□|□
百T石

*旬

105

’ 第2小法廷 三浦守 能登謙太郎 決定(棄却）106 R3･6･18 ■ |■！

第2小法廷 草野耕一 佐野文規 決定(棄却）107 R3･6･18 □■

1

1

|第2小法廷

露冒T蚕莚

|薊雨睡
|第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

藷
一
幸
蕾
露
爾
一
耐
雨
一
蹴
蹄

睦
守
一
睦
一
嘩
諜
潅
罹
｝
樵
悪

|笹本哲朗

|川崎直也

師~貢
|宮崎朋紀

雨友宇二盲

|神谷厚毅

!熊谷大輔

|森川さっき
L-

l野中伸子

決定(棄却）

決定(棄却）

_決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定.(棄却）

畑
畑
・
－
ｍ
一
ｍ
｜
地
一
幅
岬
怖
一
噸

R3･6．18

R3･6．18

R3･6．18

R3･6．18

R3･6．18

R3･6･18

R3･6．18

R3･6．18

R3･6･18

□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
旧
后
直
哩
旧

旧
一
□
｜
口
一
口
一
口
一
口
一
口
｜
□
｜
□

|’
I

山口市

P

第2小法廷 三浦守 森川さっき 決定(棄却）117 R3｡6．18 □ |■I

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

小
小
小
小
小

３
３
３
３
３

第
第
第
第
第

宮崎裕子

宇賀克也

戸倉三郎

戸倉三郎

林道晴

龍
緬
爾
率
一
準
一
誌
一
裕
一
嘩
一
鋤
一
読
一
塞
一
旭

葬
羅
一
癖
砺
一
緬
一
讓
燕
凧
一
鐸
彌
一
刻
鱈

号
号
号
号
号
号
号
号
号
一
号

０
６
７
３
９
７
３
０
３
９

３
３
７
２
２
６
９
１
１
３

１
１
２
３
３
３
３
４
即
４
．

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

吋
吋
け
け
け
・
け
ば
は
け
け

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
３
．
３
３
３
３
３
３
３
３

〈
祠
今
詞
今
和
．
。
〈
わ
《
や
今
や
〈
祠
〈
わ
く
わ
《
わ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

賎
一一

‘ 121

1 122

h西
'－1頭
『ーー一一一一一

， 125

澪
128

L一一一一一一

1 129
－

R3･6･22

R3．6．22

R3p6･22

R3･6･22

□
｜
口
一
口
｜
□

□
｜
口
一
口
｜
□

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．6口22

第s小法廷|戸倉三郎
第3小法廷|林道晴

R3･6･22
－

R3･6．22

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

小
小
小
小
小

３
３
３
３
３

第
第
第
第
第

林道晴

長嶺安政

宇賀克也

林道晴

戸倉三郎

R3･6･22

R3･6･22

R3.6n22

R3･6．22

R3．6･22

魍■■

ロ
呑
口
言
一

１
６
４
４
５
６

境
跨
．

オ
オ
く
く
年
年
３
３

今
や
今
や i

名･古屋市

山口県

久留米市



日付：令和3年8月5日

ページ2 ． 6/7既済事件一覧表 集計期間 令和3年6月1日～ 令和3年6月30B

￥－－－菰上告人 ｜ 備考 上告受理｜終局日
｜国 ｜|‐ ‐ 一 1I 1R3･6．23

１

’
|「国国

終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

趣
□
□

鑓
□
□

主任裁判官

岡村和美

木澤克之

主任鯛査官

笹本哲朗

笹本.哲朗

号
鴫
暘
罎
号
・
壜

番
加
配
枢
卿
扣

件
第
第
第
第
第

事
わ
わ
わ
わ
わ

く
く
く
く
く

年
年
年
、
年
年

２
２
２
３
３

．
今
而
今
や
ヘ
ア
〈
和
今
市

番号 法廷

1301第2小法廷

131 1第1小法廷

上告人

１
１
１

I
国国 R3u6･24

決定(却下）小池裕132第1小法廷 佐野文規 ■ □R3．6．24

裕
裕
條
條
本
本

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

1331第1小法廷小池

1341第1小法廷小池
1351第1小法廷山口

1331第1小法廷

'341第'小法廷

裕
裕
一
厚

R3．6･24
－

R3．6．24

□
□
｜
□

ロ
ー
□
｜
日家原尚秀 ｜令3年(ｵ)第131号

能登謙太郎|令3年(オ)第227号能登謙太郎

R3．6．24

決定(棄却）第1小法廷 山口厚 R3．6･24 □ ■136
】

一一

決定(棄却）佐野文規第1小法廷 小池裕 令3年(オ)第233号 R3．6･24 □ ■137

決定(棄却）号
号
号
号
号
号
号
一
号
号
号
号
号

１
５
３
２
．
３
６
６
．
４
８
５
８
３

５
．
７
３
６
０
０
９
０
４
６
９
１

２
２
３
３
４
４
４
５
５
５
５
６

第
第
第
第
第
第
第
勇
第
第
第
第

㈱
㈱
㈱
印
㈱
㈱
㈱
研
．
㈱
㈱
㈱
㈱

年
年
年
年
年
年
年
津
年
年
年
年

謡
纈
隷
隷
隷
隷
隷
一
隷
隷
謡
隷
隷

也
志
志
也
・
織
生
城
朗
志
城
塞

直
哲
哲
直
志
寛
元
哲
旭
哲
元
さ

崎
藤
藤
崎
田
所
内
本
野
藤
内
川

川
一
一
川
前
船
堀
笹
麿
一
堀
森

之
也
也
之
也
之
也
幸
幸

克
裕
卓
卓
克
厚
卓
克
卓
裕
政
政

澤
池
．
山
山
澤
口
山
澤
山
池
上
上

木
小
深
深
木
山
深
木
深
小
池
池

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法
法
法
法

．
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

鋤
剰
罰
郡
一
割
割
罰
．
鋤
剰
割
剰
罰

畑
細
叩
剛
一
姫
‐
蝿
岬
蛎
蠅
岬
蝿
噸

木澤.克之川崎直也第1小法廷138

第1小法廷
＝

第1小法廷川崎直也深山卓也141

織
生
城

志
寛
元

田
所
内

前
船
堀

之
也

克
厚
卓

澤
口
山

木
山
深

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

２
’
３
４

４
４
４

１
１
１ 深山卓也｜堀内元城

も

木澤克之｜笹本哲朗第1小法廷145

第1小法廷
一一

第1小法廷

147

148

第1小法廷池上政幸森川さっき149

R3･6･24 □ □

R3｡6124 1決定(棄却）
R3･6･24 1決定(棄却）

旦L旦
□｜□

0

決定(棄却）R3"6．24 |■ 圧

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3･6･24

R3．6．24

R3･6．24

□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
口
一

決定(棄却）R3．6p24 □ ■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．6･24

R3･6･24

R3･6･24

□
□
｜
□

□
｜
□
｜
□’

決定(棄却）R3･6･24 ■ □

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

１
１
１
１

第
第
第
第

号
号
号
号
号

８
１
１
９
０

●
３
４
５
７
５

６
６
６
６
４

第
第
第
第
第

』
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ぼ
け
け
ば
．
け

年
年
年
年
年

３
３
３
３
３

〈
わ
《
や
く
や
今
や
《
わ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

軸
涯
厚
一
軸

祁
一
緬
琉
一
鋤

鐙
一
謹
一
裕
一
儒

鼬
疵
皿
瓢

R3．6．24

R3．6･24

R3c6･24

R3･6o24

150

1．51

152

153

ロ
ー
□
□
｜
□

□
｜
口
一
□
｜
□

独立行政法人日本学生’
決定(棄却）第2小法廷 草野耕一 ｜宮崎朋紀 R3．6･25154 □ □

支援機構

兵庫県住宅供給公社



日付号令和3年8月5日

ページ: 、、 7/7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年6月1日～ 令和3年6月30日

主任嗣査官
一 －

番号 法廷 主任裁判官 上告人 被上告人 ｜ 鯆考 ｜上告受理］終局日事件番号 終局区分 憲法少数

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

２
．
２
２

第
第
第

幸
一
奉
露

守
一
守
一
評

癖
砺
緬

鰔
醗
認

号
号
号
号
号
樗
褐
鵺
娼
唱
・
唱

姉
迦
睡
却
唖
ｗ
画
一
料
拓
浬
・
幻

第
一
第
第
第
第
第
第
一
第
第
第
・
’
第

㈱
翻
鯲
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
伽
㈱
｜
碗

年
一
年
年
年
年
年
年
年
年
年
・
一
年

隷
一
隷
隷
隷
隷
隷
鐸
控
隷
隷
顎

号

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

155

156

157

R3･6．25

R3"6．25

R3･6･25

□
｜
□
一
口

口
一
□
｜
□

第2小法廷 岡村和美 鷹野旭 決定(棄却）158

－

159159

R3･6･25 □ □

1第2小法廷|菅野博之 ｜本條裕
1601第3小法廷|宇賀克也 ｜本條裕

決定(棄却）
壬

決定(棄却）

R3･6｡25

R3c6･29
凹旦
□｜ロ

第3小法廷 宇賀克也 熊谷大輔 決定(棄却）161 R3"6p29 □□
1 1

４
１

秀
織
尚
志

原
．
田

嫁
Ｉ
揃

郎
郎

一
一
一
一
一
一

倉
倉
戸
戸
廷
廷
法
法
小
小
３
３
第
第

２
３
６
６
１
１

決定(棄却）
■■

決定(棄却）

R3"6･29

R3"6･29

□|□
百1石

1641第3小法廷 林道晴 本條裕 決定(棄却）R3｡6･29 □ |■

也
政
郎

克
安
三
晴

賀
嶺
倉
道

宇
長
戸
林

廷
廷
廷
廷

法
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